
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

９月４日（金）に開催された、教育局主催の令和２年度第１回学校多忙化解消対策懇談会に組合代表として、委員長・書

記長の２名で参加しました。この会で市教委から提出された資料の中に令和元年度正規勤務時間外の在校時間の月平均及び

年休取得状況がありました。以下の表はその資料から抜粋したものです。 

表Ⅰは、仙台市立高校５校の月平均時間 

表Ⅱは、仙台市立学校の校種別月平均時間 

表Ⅲは、市立高校における年度毎の月平均時間の推移 

表Ⅳは、市立高校・中等教育学校（５校）における教育職員の年平均の年休取得状況です。 

条例・規定の改正により、昨年度から正規勤務時間外の在校時間の上限を 

「１ヶ月において４５時間以内」「年度において３６０時間以内」と定めています。 

資料を見ると平成２７年度から令和元年度までの５年間、すべての年度において月平均４５時間を超える在校時間となって

います。とくに全日制高校においては、月平均５０時間を優に超える在校時間となっていて、職員の健康維持の観点からも

早急に解消すべき喫緊の課題といえます。また、正規勤務時間外の在校時間の上限が定められたのと同時に、年度毎に５日

以上の年休取得が義務化されました。令和元年度、市教委は年次有給休暇取得の促進の取り組みとして「年間１２日以上の

年次有給休暇を取得する」ことを目標に掲げていましたが、取得時数平均では111.4時間（８ｈ換算取得日数では13.9日）

で目標をクリアしていますが、半日以上取得日数では10.1日で12日に満たない数字となっています。 

＜表Ⅰ＞              ＜表Ⅱ＞               ＜表Ⅲ＞ 

     
＜表Ⅳ＞                          

今年度は、コロナの影響で通常の業務に加えて消毒等の仕事が増
え、昨年度よりさらに在校時間が増えることが予想されます。コ
ロナに関しては先が見通せず、徒労感だけが増しているというの
が先生方の実感なのではないでしょうか。コロナ感染予防につい
ては、小中学校では学外のスクールサポーターを利用して教職員
の消毒作業等の軽減を図っている一方、高校では同様の制度がな
いため、教職員の加重負担によってようやく学校が運営されてい
る状況です。この件に関しては、組合としても再三、市教委に外
部委託を求めていますが、一向に実現する様子がありません。今
月末、組合と当局との間で「人事問題懇談会」が行われます。こ
の機会にぜひ先生方の声を届けたいと思います。「人事問題」に限
らず、日頃からお持ちのいろいろなご意見をぜひお寄せ下さい。 
 

＜全教共済の総合共済＞への加入のお願い 
月600円の掛け金で退職時に全額戻ります。各種祝い金や見舞金な
どの給付があります。さらに今加入すると1000円分のQUOカードが
もらえます。加入希望の方は、お近くの組合員（   ）まで 

職場の多忙化解消に向けて 
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市労連 6,000 人の組合員と働きやすい職場づくりに取り組もう！ 


